
                             

 

公益信託  呉松辰夫・かつ子記念奨学基金 

奨学金給付対象者募集のお知らせ 

 

                                                       公益信託 呉松辰夫･かつ子記念奨学基金 

                                                        受 託 者  株式会社 りそな銀行 

 

公益信託 呉松辰夫・かつ子記念奨学基金は堺市内に在住し、堺市内に所在する公・私立高等学校

に在学する学業優秀、品行方正でありながら、経済的に恵まれないため、修学困難な生徒に対して、

奨学金の給付を行い、社会有用の人材を育成することを目的とした公益信託であり、昭和５５年２月

に大阪府教育委員会の許可を受け設定して以来、多くの奨学生の方に奨学金を給付して参りました。 

つきましては、平成２７年度の奨学金給付者を以下のとおり募集いたしますので、奨学金の給付（月

額２万円）を希望される方（可能な限り最終学年生）をご推薦いただきますよう宜しくお願い申し上

げます。 

 

《公益信託の概要》 

名 称：公益信託  呉松辰夫・かつ子記念奨学基金 

基 金 設 立：昭和５５年２月２６日 

目 的：堺市内に居住し、堺市内に所在する公・私立高等学校に在学する心身健全、学力優秀でありな

がら経済的に恵まれぬため修学困難な者で、運営委員会において選考決定された者に奨学金を

支給する｡ 

 

《募集要項》 

応 募 資 格：堺市内に居住し、堺市内に所在する公・私立高等学校に在学する心身健全、学力優秀でありな

がら経済的に恵まれぬため修学困難な者 

提 出 書 類：本公益信託所定の「奨学金給付申請書」「申請書別紙」「同意書」ならびに所得の証明書 

            ＊「申請書別紙」のご記入におきましては、「生活保護費の有無、その他」につきましても、

ご記入ください。 

提 出 期 限：平成２７年７月１６日 到着分 

給付の決定：９月開催予定の本公益信託の運営委員会おいて、給付の可否ならびに給付金額を決定します。 

報 告：奨学金給付者には、学年の終了後、本公益信託所定の「報告書」を提出していただきます。 

 

 

 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

〒１３５－８５８１ 

東京都江東区木場１丁目５番６５号 深川ギャザリアＷ２棟 

株式会社りそな銀行 信託サポートオフィス 公益信託担当 

ＴＥＬ（０３）６７０４－３３２５ 

ＦＡＸ (０３) ５６３２－６３５９ 


